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東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業補助金交付要綱 

 

令和５年２月１３日 

４福保子家第２０９４号 

 令和５年１１月１０日 

５福祉子家第８９０号 

令和６年４月１９日 

６福祉子家第２１３号 

最終改正  令和 7 年１０月２０日 

７福祉子家第１６８５号 

 

（通則） 

１ 東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業補助金については、予算の範囲内において交付

するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）及び東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の規定によるほか、

この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ 本補助金は、東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業実施要綱（令和４年４月１日付４

福保子家第６１号。以下「実施要綱」という。）に基づき、事業の実施に要する経費に対し

補助金を交付し、もって地域におけるヤングケアラーの支援の一層の普及促進を図ることを

目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ 本補助金は、交付決定を行う年度の４月１日から３月３１日までに、東京都（以下「都」

という。）が適切と認める法人格を有する団体等（以下「補助事業者」という。）が実施する、

地域におけるヤングケアラーの支援に資する取組を対象とする。対象となる事業内容、基準

額、対象経費及び補助率は、別添のとおりとする。ただし、他の機関から委託、助成又は補

助を受け実施する事業、全部又は主要な部分を第三者に委託し実施する事業、第三者に資金

を交付することを目的とした事業並びに宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び

暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体が行う事業については、この補助金の対象としな

い。 

 

（暴力団の排除） 
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４ 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団

員等（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定

する暴力団関係者をいう。以下同じ。）に該当する者があるもの 

 

（交付額の算定方法） 

５ 本補助金の交付額は、次により算出された額とする。 

（１）別添第１欄に定める種目ごとの基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少

ない方の額を選定する。なお、実施要綱第４の４に定める取組については、別添第１欄

に定める基準額の範囲内で補助する。 

（２）（１）により選定された額に第３欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

ただし、交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

 

（交付の条件） 

６ 本補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業に要する経費の配分の変更（それぞれの配分額のいずれか低い額の３０％以内の

変更を除く。）をする場合には、東京都知事（以下「知事」という。）の承認を受けなけ

ればならない。 

（２）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速や

かにその理由及び状況を書面により知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びそ

の他財産については、適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣

が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（６）補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により本補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、

別紙様式第４により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月

１５日までに知事に報告しなければならない。 
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なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）

であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消

費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基

づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額  

を都に返還しなければならない。 

（７）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を都に納付させることがある。 

（８）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならな

い。 

（９）本補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するととも

に、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補

助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受け

た日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

   ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の財産が

ある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法

施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する

日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（１０）知事は、この交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要

が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決

定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のう

ち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

（１１）補助事業者は、知事の求めがあったときは、補助事業の遂行の状況を書面により報

告しなければならない。 

（１２）補助事業の遂行命令等 

ア 知事は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２２１条第２項の規定による調査等により、補助事業がこの交付の決定の内容又はこ

れに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれら

に従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

イ 補助事業者がアの命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、当該補助事

業の一時停止を命ずることができる。 

ウ 前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命じられた場合において、補助事業

者が当該補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に適合させるための措

置を指定する期日までにとらないときは、知事は、１５の規定により当該補助金の交
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付の決定の全部または一部を取り消すことができる。 

 

（申請手続） 

７ 本補助金の交付の申請は、別紙様式第１による申請書、別紙様式第５による申出書及び別

紙様式第６による暴力団及び暴力団員等に該当しないことなどの誓約書を、別に定める期日

までに知事に提出して行うものとする。 

 

（変更申請手続） 

８ 本補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請等を

行う場合には、７に定める申請手続きに従い、別紙様式第２による変更交付申請書に関係書

類を添えて、速やかに知事に提出して行うものとする。 

 

（交付決定及び通知） 

９ 知事は、７又は８の規定による補助金の交付の申請があったときは、交付申請書及び関係

書類の審査並びに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは６に掲げる事項を条

件に補助金の交付の決定をするものとし、その決定の内容を申請者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

１０ 補助事業者は、補助金交付決定通知書に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付され

た条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げるときは、交付決定の通知を受け

た日から１４日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。また、交

付決定前に申請を取り下げるときも同様とする。 

 

（補助金の概算払） 

１１ 都は、原則として支払うべき額を確定した後、補助事業者が提出する精算払請求書に基

づいて支払を行う。ただし、補助事業者（公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等

の法人格を有する団体に限る。）が概算払による支払を希望する場合は、都は、補助事業者

の資力、補助事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認められる場合に

のみ、概算払をすることができる。 

 

（実績報告） 

１２ 本補助金の事業実績報告は、事業が完了した日から起算して１か月を経過した日（６の

(３)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日

から起算して１か月を経過した日）又は事業の完了した日の属する年度の翌年度の４月５日

のいずれか早い日までに、別紙様式第３による報告書に関係書類を添えて、知事に提出して



5 

行わなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

１３ 知事は、１２の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事

業者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

１４ 知事は、１３の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及び

これに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、

これらに適合させるための処置をとることを命ずることができる。 

 

（決定の取消し） 

１５ 本補助金について、次の（１）から（３）までのいずれかに該当したときは、補助金の

交付決定を全部又は一部を取り消すことがある。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したと

き。 

なお、この規定は１３の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

また、取消しをした場合は９の規定を準用して、通知する。 

 

（補助金の返還） 

１６ 知事は、補助事業者が、次の（１）及び（２）のいずれかに該当する場合は、期限を定

めて補助金の返還を命ずるものとする。 

（１）６（１０）又は１５の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。 

（２）１３の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているとき。 

 

（違約加算金） 

１７ 知事が、１５の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合にお

いて、補助金の返還を命じたときは、補助事業者に、当該命令に係る補助金の受領の日（補
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助金が２回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命じた額に相当する補助金

は、最終の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超え

るときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日におい

て受領したものとする。）から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納

付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき年１０.

９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけ

ればならない。 

  なお、違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を

命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金

の額に充てるものとする。 

 

（延滞金） 

１８ 知事が、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを

納付期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納付期日の翌日から納付の日までの

日数に応じ、その未納付額につき年１０.９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００

円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

  なお、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日

以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額に

よるものとする。 

 

（他の補助金の一時停止等） 

１９ 補助金の返還を命じられた補助事業者が当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部

又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して同種の事務又は事業について交付

すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金

等と未納付額とを相殺するものとする。 

 

（その他） 

２０ 特別の事情により５、７、８及び１２に定める算定方法、手続きによることができない

場合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

（立入調査等）  

２１ 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者

に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
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附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、決定の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

（別添） 

１ 事業種目及び基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

１ ピアサポート等相談支援 

 

１団体当たり 

7,708,000 円 

 

家事支援ヘルパーの派遣等（加算） 

１団体当たり 

2,700,000 円 

 

キャリア相談支援（加算） 

１団体当たり 

6,078,000 円 

 

レスパイト・自己発見等のイベント開催 

1 団体当たり 

3,181,000 円 

 

２ オンラインサロン運営支援 

 

１団体当たり 

4,146,000 円 

 

オンライン以外で実施した場合の会場使

用料等（加算） 

１団体当たり 

500,000 円 

 

事業実施に必要な報酬、給

料及び職員手当等、報償

費、旅費、需用費（消耗品

費、教材費、印刷製本費、

会議費、光熱水費、燃料

費）、改修費、役務費（通信

運搬費、広告料、手数料、

保険料)､委託料､使用料及び

賃借料、共済費、扶助費、

負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 分の 10 
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３ 上記１・２共通の加算に係る特記事

項 

 

18 歳以上の支援体制整備に係る人件費等

（加算） 

１団体当たり 

3,430,000 円 

 

 

 

 


